
様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日     

金屋町谷津田川せせらぎ通り 

景観協定運営委員会 

委員長        様 
申請者住所                   

電話番号                     

申請者氏名               ㊞ 

 

 

 

金屋町谷津田川せせらぎ通り景観協定第７条第２項の規定に基づき、「計画に関す

る図書」を提出致しますので承認願います。 

 

 

 

内  訳 詳  細 

添 付 書 類 （例) 

１，設計図書（建築・外構計画図） 

２，色彩計画 

３，建築確認申請書（写） 

４，その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 副委員長 副委員長 庶  務 有 識 者 

     

 

承 認 申 請 書 



様式第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日     

 様 

 

金屋町谷津田川せせらぎ通り    

景観協定運営委員会      

委員長          ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

金屋町谷津田川せせらぎ通り景観協定第４条の基準に           

（該当するものに○を付す） 

 

適合しています 

 

適合していません 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 副委員長 副委員長 庶  務 有 識 者 

     

 

承 認 申 請 回 答 書 

   年  月  日に、金屋町谷津田川せせらぎ通り景観協定第７条第２項に基づ

き申請のあった「計画に関する図書」を審査した結果は次のとおりです。 



様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日     

金屋町谷津田川せせらぎ通り 

景観協定運営委員会 

委員長         様 
住  所                   

電話番号                     

氏  名               ㊞ 

 

 

私は、金屋町谷津田川せせらぎ通り景観協定第７条第４項の規定に基づき次のとお

り届けます。 

 

 

１．区  分 

（該当箇所に  

  記入して 

 ください） 

（１） 

土地 ・ 建築物等  の 所有権の取得 

取得した物件の住所 

      

氏名 

（２） 

借地権 ・ 借家権  の  設定 ・ 解除 

借地（家）権を設定、解除した物件の住所 

   

氏名 

（３）  

住所の変更 

変更後の住所 

 

２．添 付 書 類 位置図 

 

 

 

委 員 長 副委員長 副委員長 庶  務 有 識 者 

     

 

届 出 書 



 

様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日     

 

 様 

 
金屋町谷津田川せせらぎ通り    

景観協定運営委員会      

委員長          ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

内  訳 詳 細 

１ 工事の場所 

 

２ 是 正 内 容 

 

 

第４条 

 

抵触内容 

 

 

 

 

２．猶 予 期 間     年  月  日 ～   年  月  日 

３．添 付 書 類 是正内容書 

 

 

 

委 員 長 副委員長 副委員長 庶  務 有 識 者 

     

 

指 示 書 

 あなたの行っている行為は金屋町谷津田川せせらぎ通り景観協定書第４条に規定す

る景観基準に下記のとおり抵触しておりますので、同協定書第８条第１項の規定に基

づき速やかに施行を停止するとともに運営委員会の決定に基づく猶予期間内におい

て、下記のとおり是正するよう指示します。 


